
 リスクコミュニケーション成立のために 
 

◎いろいろな考え方があることは当然、でも省庁間の不一
致はいかがなものか。 
 
◎消費者の”無知”を利用した「優良誤認」: 
              植物油に「コレステロールゼロ」 
 

◎特定保健用食品の｢効果｣は小さい。「食品だから当然」、
で許可したなら､宣伝広告も「小さな効果」がわかるもので
あるべき。 
 

                   高橋 久仁子（2014年8月1日 リスコミ勉強会） 

資料２－３ 



◆学校給食衛生管理基準（2009年4月1日から施行 文部科学省） 
 第３ 調理の過程等における衛生管理に係る管理基準 
  １ 調理の過程等における衛生管理に係る管理基準は・・・・・次の通りとする。 
  (2)学校給食用食品の購入 

◆aff （農林水産省） 
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ケルセチン配糖体配合飲料8・12週間飲用による
腹部全脂肪面積の推移(cm2)  

薬理と治療 Vol.40 495-503 2012 より作図 

ケルセチン配糖体配合飲料 許可を受けた表示内容：本品は、脂肪
分解酵素を活性化させるケルセチン配
糖体の働きにより、体脂肪を減らすの
を助けるので、体脂肪が気になる方に
適しています。 

引用文献からの作図 



引用文献からの作図 
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引用文献からの作図 ウェブ上の｢効果｣説明の図 




